
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要

綱

第
一

産
業
競
争
力
強
化
法
の
一
部
改
正

一

定
義

１

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
」
と
は
、
事
業
者
が
大
学
等
（
大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関
で

あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
と
共
同
で
行
う
研
究
開
発
と
一
体
的
に
行
う
事
業
活
動
で
あ
っ

て
、
新
た
な
需
要
を
開
拓
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
研
究
開
発
に
よ
り
創
出
さ
れ
る
技
術
及
び
こ
れ
に
関
連
す

る
技
術
に
つ
い
て
、
産
業
標
準
化
（
産
業
標
準
化
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
標
準
化
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
、
国
際
標
準
化
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
際
標
準
化
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
、
知
的
財
産
権
（
知
的
財
産
基
本
法
第
二
条
第
二
項
の
知
的
財
産
権
及
び
外

国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
及
び
活
用
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
又

は
秘
匿
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
も
の
に
分
類
し
、
当
該
分
類
に
基
づ
き
計
画
的
に
展
開
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
十
一
項
関
係
）



２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
」
と
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
に
よ
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減

に
特
に
資
す
る
半
導
体
、
自
動
車
（
専
ら
化
石
燃
料
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
、
鉄
鋼
、

基
礎
化
学
品
（
化
学
製
品
の
原
材
料
で
あ
る
化
学
品
（
化
石
燃
料
に
由
来
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
、
燃
料

そ
の
他
事
業
適
応
（
産
業
競
争
力
強
化
法
第
二
条
第
十
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
資
す
る
商
品
と

し
て
政
令
で
定
め
る
商
品
で
あ
っ
て
、
今
後
の
我
が
国
産
業
の
基
盤
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
国
際
競
争
に

対
応
し
て
事
業
者
が
市
場
を
獲
得
す
る
こ
と
が
特
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
十
四
項
関
係
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
別
事
業
再
編
」
と
は
、
事
業
再
編
の
う
ち
、
中
小
企
業
者
（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

が
二
千
人
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
中
堅
企
業
者
で
あ
っ
て
、
他
の
事
業
者
（
当
該
中
小
企
業
者
又
は
当
該
中
堅

企
業
者
の
関
係
事
業
者
及
び
外
国
関
係
法
人
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
経
営
の
支
配
又
は
経
営
資
源
の
取
得
（
主
務

省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
が
、
当
該
他
の
事
業
者
以
外
の
他
の
事

業
者
の
経
営
資
源
を
自
ら
の
経
営
資
源
と
一
体
的
に
活
用
し
、
新
た
な
需
要
を
相
当
程
度
開
拓
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
に
よ
り
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
構
造
の
変
更
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



吸
収
合
併

(1)

吸
収
分
割

(2)

株
式
交
換

(3)

株
式
交
付
（
他
の
会
社
（
関
係
事
業
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
総
株
主
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る

(4)
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）

事
業
又
は
資
産
の
譲
受
け

(5)

他
の
会
社
の
株
式
又
は
持
分
の
取
得
（
当
該
他
の
会
社
の
総
株
主
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超

(6)
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
限
る
。
）

（
第
二
条
第
十
八
項
関
係
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
中
堅
企
業
者
」
と
は
、
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
千
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
（
中

小
企
業
者
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
十
四
項
関
係
）

二

特
定
新
事
業
開
拓
投
資
事
業
計
画
の
廃
止

特
定
新
事
業
開
拓
投
資
事
業
計
画
の
認
定
及
び
変
更
等
に
係
る
規
定
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
改
正
前
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
関
係
）



三

認
定
外
部
経
営
資
源
活
用
促
進
投
資
事
業
者
に
係
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
特
例
の
拡
充

認
定
外
部
経
営
資
源
活
用
促
進
投
資
事
業
者
（
当
該
認
定
外
部
経
営
資
源
活
用
促
進
投
資
事
業
者
が
投
資
事
業
有
限
責

任
組
合
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
組
合
員
）
は
、
組
合
契
約
に
お
い
て
、
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す

る
法
律
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
各
当
事
者
が
共
同
で
、
外
国
法
人
（
第
二
の
一
に
規
定
す
る
外
国

法
人
を
い
い
、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
暗
号
資
産
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第

二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
暗
号
資
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
取
得
及
び
保
有
（
認
定
外
部
経
営
資
源
活
用
促
進
投

資
事
業
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
の
事
業
を
営
む
こ

と
を
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
第
一
項
関
係
）

四

特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
等

１

経
済
産
業
大
臣
は
、
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
の
実
施
に
関
す
る
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
十
二
関
係
）

２

特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
の
認
定
及
び
変
更
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
十
三
及
び
第
二
十
一
条
の
十
四
関
係
）



五

特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
計
画
に
係
る
措
置

１

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
（
以
下
「
情
報
・
研
修
館
」
と
い
う
。
）
及
び
国
立
研
究
開
発
法
人
新

エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
以
下
「
開
発
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動

実
施
者
の
依
頼
に
応
じ
て
、
当
該
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
実
施
者
の
行
う
認
定
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動

の
実
施
に
関
し
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
十
五
及
び
第
二
十
一
条
の
十
六
関
係
）

２

政
府
は
、
事
業
者
に
よ
る
特
定
新
需
要
開
拓
事
業
活
動
の
実
施
の
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
産
業
標
準
化
及
び
国
際
標
準
化
の
動
向
並
び
に
知
的
財
産
権
の
活
用
の
状
況
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
十
七
関
係
）

六

募
集
新
株
予
約
権
の
機
動
的
な
発
行

１

設
立
の
日
以
後
の
期
間
が
十
五
年
未
満
の
株
式
会
社
（
以
下
こ
の
六
に
お
い
て
単
に
「
株
式
会
社
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
、
募
集
新
株
予
約
権
（
会
社
法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
募
集
新
株
予
約
権
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
発
行
に
関
し
、
株
主
の
利
益
の
確
保
に
配
慮
し
つ
つ
産
業
競
争
力
を
強
化
す
る
こ
と
に
資
す
る
場
合
と
し
て

経
済
産
業
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
と



こ
ろ
に
よ
り
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
法
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
同
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
に
つ
い

て
は
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
募
集
新
株
予
約
権
の
内
容
か
ら
同
法
第
二
百
三
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲

げ
る
事
項
を
除
い
て
、
同
法
第
二
百
三
十
九
条
第
四
項
に
つ
い
て
は
種
類
株
式
を
発
行
し
て
い
る
産
業
競
争
力
強
化
法

第
二
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
株
式
会
社
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
会
社
法

第
二
百
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
十
九
第
一
項
関
係
）

２

株
式
会
社
は
、
１
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
会
社
法
（
以
下
「
読
替
え
後
の
会
社
法
」
と
い
う
。
）
第

二
百
三
十
九
条
第
一
項
の
決
議
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
株
主
と
な
ろ
う
と
す
る
者
そ
の
他
の
経
済
産
業
省
令
・

法
務
省
令
で
定
め
る
者
に
対
し
、
当
該
決
議
が
あ
っ
た
旨
を
経
済
産
業
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
通

知
し
、
又
は
通
知
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
経
済
産
業
省
令
・
法
務
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
十
九
第
二
項
関
係
）

３

読
替
え
後
の
会
社
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
き
、
取
締
役
（
取
締
役
会
設
置
会
社
に

あ
っ
て
は
、
取
締
役
会
）
が
募
集
新
株
予
約
権
の
募
集
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
株
式
会
社
は
、
そ
の
募
集
新
株
予
約



権
を
割
り
当
て
る
日
（
以
下
「
割
当
日
」
と
い
う
。
）
の
二
週
間
前
ま
で
に
、
株
主
に
対
し
、
当
該
募
集
事
項
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
十
九
第
三
項
関
係
）

４

読
替
え
後
の
会
社
法
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
の
決
議
に
よ
る
委
任
に
基
づ
き
、
取
締
役
（
取
締
役
会
設
置
会
社
に

あ
っ
て
は
、
取
締
役
会
）
が
そ
の
募
集
事
項
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
募
集
新
株
予
約
権
に
つ
い
て
、
同
項
第
二
号
に
規

定
す
る
場
合
に
金
銭
の
払
込
み
を
要
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合
の
払
込
金
額
（
会

社
法
第
二
百
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
払
込
金
額
を
い
う
。
）
が
、
当
該
募
集
新
株
予
約
権
を
引
き
受
け

る
者
に
特
に
有
利
な
条
件
又
は
金
額
で
あ
る
と
き
は
、
会
社
法
第
三
百
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
株
主
総
会
の
決
議

に
よ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
取
締
役
は
、
当
該
株

主
総
会
に
お
い
て
、
当
該
条
件
又
は
金
額
で
当
該
募
集
新
株
予
約
権
を
引
き
受
け
る
者
の
募
集
を
す
る
こ
と
を
必
要
と

す
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

当
該
募
集
新
株
予
約
権
の
行
使
に
際
し
て
出
資
さ
れ
る
財
産
の
価
額
又
は
そ
の
算
定
方
法

(1)

当
該
募
集
新
株
予
約
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間

(2)

当
該
募
集
新
株
予
約
権
の
数
の
上
限

(3)



当
該
募
集
新
株
予
約
権
の
割
当
日
を
当
該
決
議
の
日
か
ら
一
年
以
内
と
す
る
旨

(4)

（
第
二
十
一
条
の
十
九
第
四
項
関
係
）

５

４
の
規
定
は
、
読
替
え
後
の
会
社
法
第
二
百
三
十
九
条
第
四
項
の
種
類
株
主
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て

準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
十
九
第
五
項
関
係
）

七

事
業
適
応
の
円
滑
化

１

事
業
適
応
の
う
ち
、
成
長
発
展
事
業
適
応
の
類
型
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
改
正
前
第
二
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
一
号
関
係
）

２

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
以
下
「
公
庫
」
と
い
う
。
）
が
、
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
以
下
「
公

庫
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務
に
、
指
定
金
融
機
関

（
産
業
競
争
力
強
化
法
第
二
十
一
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
金
融
機
関
を
い
う
。
）
に
対

し
、
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
認
定
事
業
適
応
計
画
に
従
っ
て
行
う
事
業
適
応
の
た
め
の
措
置
の
う
ち
産
業
競
争
力
基

盤
強
化
商
品
の
生
産
及
び
販
売
を
行
う
の
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
業
務
及
び
こ
れ
に

附
帯
す
る
業
務
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
関
係
）



３

認
定
事
業
適
応
計
画
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
環
境
負
荷
低
減
事
業
適
応
（
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用

環
境
負
荷
低
減
事
業
適
応
の
た
め
の
措
置
の
う
ち
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
の
生
産
及
び
販
売
で
あ
っ
て
、
我
が
国

産
業
の
基
盤
強
化
に
特
に
資
す
る
こ
と
そ
の
他
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
主
務
大
臣
の
確

認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
認
定
事
業
適
応
事
業
者
が
、
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
環
境
負
荷
低
減
事
業
適
応

の
た
め
の
措
置
と
し
て
生
産
及
び
販
売
を
行
っ
た
産
業
競
争
力
基
盤
強
化
商
品
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
の
三
十
五
第
二
項
関
係
）

八

特
別
事
業
再
編
計
画
の
認
定
等

１

経
済
産
業
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
事
業
再
編
の
実
施
に
関
す
る
指
針
に
、
特
別
事
業
再
編
の
実
施
方
法
に
関
す
る

事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）

２

特
別
事
業
再
編
計
画
の
認
定
及
び
変
更
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
の
二
及
び
第
二
十
四
条
の
三
関
係
）

九

認
定
特
別
事
業
再
編
計
画
に
係
る
支
援
措
置

１

中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
は
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
法
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ



か
、
認
定
特
別
事
業
再
編
事
業
者
の
う
ち
資
本
金
の
額
が
三
億
円
を
超
え
る
株
式
会
社
が
認
定
特
別
事
業
再
編
計
画
に

従
っ
て
行
う
特
別
事
業
再
編
の
た
め
の
措
置
（
当
該
認
定
特
別
事
業
再
編
計
画
に
産
業
競
争
力
強
化
法
第
二
十
四
条
の

二
第
五
項
の
措
置
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
措
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
た

め
に
必
要
と
す
る
資
金
の
調
達
を
図
る
た
め
に
発
行
す
る
株
式
、
新
株
予
約
権
（
新
株
予
約
権
付
社
債
に
付
さ
れ
た
も

の
を
除
く
。
）
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
（
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
法
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る

新
株
予
約
権
付
社
債
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
引
き
受
け
、
当
該
引
受
け
に
係
る
株
式
、
新
株
予
約
権
（
そ
の
行

使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。
）
又
は
新
株
予
約
権
付
社
債
等
（
新
株
予
約
権
付
社
債
等
に

付
さ
れ
た
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
又
は
移
転
さ
れ
た
株
式
を
含
む
。
）
を
保
有
す
る
事
業
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
関
係
）

２

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
は
、
認
定
特
別
事
業
再
編
事
業
者
又
は
そ
の
関
係
事
業
者
（
以
下
「
認
定

特
別
事
業
再
編
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
が
認
定
特
別
事
業
再
編
計
画
に
従
っ
て
行
う
特
別
事
業
再
編
の
た
め
の
措
置

を
行
う
た
め
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
発
行
す
る
社
債
（
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六

条
第
一
号
に
規
定
す
る
短
期
社
債
を
除
く
。
）
及
び
当
該
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
の
保
証
の
業
務
を
行
う
も
の
と



す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
第
二
号
関
係
）

３

公
庫
は
、
公
庫
法
第
一
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
金
融
機
関
（
産
業
競
争
力
強
化
法
第
三
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
指
定
金
融
機
関
を
い
う
。
十
の
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
認
定
特
別

事
業
再
編
事
業
者
等
が
認
定
特
別
事
業
再
編
計
画
に
従
っ
て
行
う
特
別
事
業
再
編
の
た
め
の
措
置
を
行
う
の
に
必
要
な

資
金
の
貸
付
け
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
事
業
再
編
促
進
円
滑
化
業

務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
第
一
項
第
三
号
関
係
）

４

認
定
特
別
事
業
再
編
計
画
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
特
別
事
業
再
編
（
生
産
性
の
向
上
及
び
需
要
の
開
拓
に
特
に
資
す

る
も
の
と
し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
主
務
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）

を
行
う
認
定
特
別
事
業
再
編
事
業
者
が
当
該
特
別
事
業
再
編
の
た
め
に
行
う
措
置
（
一
の
３
の

に
掲
げ
る
措
置
に
限

(6)

る
。
）
と
し
て
取
得
を
し
た
株
式
又
は
持
分
及
び
当
該
特
別
事
業
再
編
に
伴
う
登
記
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
課
税
の
特
例
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
六
条
の
二
関
係
）

十

認
定
事
業
再
編
事
業
者
等
で
あ
る
特
定
中
堅
企
業
者
に
係
る
支
援
措
置

１

情
報
・
研
修
館
は
、
認
定
事
業
再
編
事
業
者
等
で
あ
る
特
定
中
堅
企
業
者
（
中
堅
企
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
長
発



展
を
図
る
た
め
の
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
依
頼
に
応
じ
て
、
工
業
所
有
権
の
保
護
及
び
利
用
に
関
し
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
関
係
）

２

情
報
・
研
修
館
は
、
認
定
事
業
再
編
事
業
者
等
で
あ
る
特
定
中
堅
企
業
者
に
対
し
て
、
そ
の
工
業
所
有
権
の
保
護
及

び
利
用
を
図
る
た
め
に
必
要
な
助
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
関
係
）

３

公
庫
は
、
公
庫
法
第
一
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
指
定
金
融
機
関
に
対
し
、
認
定
事
業
再
編
事
業

者
等
（
特
定
中
堅
企
業
者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
が
認
定
事
業
再
編
計
画
に
従
っ
て
行
う
事
業
再
編
の
た
め
の
措
置

を
行
う
の
に
必
要
な
資
金
に
係
る
事
業
再
編
促
進
円
滑
化
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

十
一

事
業
再
編
の
円
滑
化
に
係
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
特
例
の
廃
止

事
業
再
編
の
円
滑
化
に
係
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
特
例
を
廃
止
す
る
こ
と
。

（
改
正
前
第
三
十
三
条
関
係
）



十
二

株
式
会
社
産
業
革
新
投
資
機
構
に
よ
る
特
定
事
業
活
動
の
支
援
等

１

株
式
会
社
産
業
革
新
投
資
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
経
済
事
情
、
対
象
事
業
者
の
事
業
の
状
況
等
を

考
慮
し
つ
つ
、
令
和
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
保
有
す
る
全
て
の
有
価
証
券
及
び
債
権
の
譲
渡
そ
の
他
の
処

分
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
条
第
二
項
関
係
）

２

機
構
が
債
務
の
保
証
を
行
う
場
合
に
お
け
る
そ
の
対
象
と
な
る
貸
付
金
の
償
還
期
限
は
、
令
和
三
十
二
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
百
十
条
第
三
項
関
係
）

十
三

そ
の
他

資
金
の
確
保
、
報
告
の
徴
収
、
主
務
大
臣
、
機
構
と
事
業
活
動
の
計
画
の
認
定
等
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
必
要
な
見
直

し
を
行
う
と
と
も
に
、
罰
則
規
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
第
六
章
雑
則
及
び
第
七
章
罰
則
関
係
）

第
二

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

定
義

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
事
業
者
」
と
は
、
法
人
（
外
国
法
人
（
本
邦
法
人
又
は
本
邦
人
が
そ
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配

し
、
又
は
経
営
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
除
く
。
）
及
び
事



業
を
行
う
個
人
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

二

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約

１

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
の
対
象
に
、
次
に
掲
げ
る
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
営
む
こ
と
を
約
す
る
こ
と
を
追

加
す
る
こ
と
。

合
同
会
社
の
設
立
に
際
し
て
の
持
分
の
取
得
及
び
当
該
取
得
に
係
る
持
分
の
保
有

(1)

（
第
三
条
第
一
項
第
一
号
関
係
）

合
同
会
社
の
持
分
の
取
得
及
び
保
有

（
第
三
条
第
一
項
第
二
号
関
係
）

(2)

事
業
者
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
暗
号
資
産
の
取
得
及
び
保
有

（
第
三
条
第
一
項
第
六
号
の
二
関
係
）

(3)

の
規
定
に
よ
り
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
が
そ
の
暗
号
資
産
を
保
有
し
て
い
る
事
業
者
に
対
し
て
経
営
又
は
技

(4)

(3)
術
の
指
導
を
行
う
事
業

（
第
三
条
第
一
項
第
八
号
関
係
）

外
国
法
人
の
た
め
に
発
行
さ
れ
る
暗
号
資
産
の
取
得
及
び
保
有
で
あ
っ
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
投

(5)
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
遂
行
を
妨

げ
な
い
限
度
に
お
い
て
行
う
も
の

（
第
三
条
第
一
項
第
十
一
号
関
係
）



２

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
六
号
又
は
第
八
号
に

掲
げ
る
事
業
に
係
る
株
式
、
持
分
、
新
株
予
約
権
又
は
指
定
有
価
証
券
に
は
、
一
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
て
外
国
の
法
令
に
準
拠
す
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

三

財
務
諸
表
等
の
備
付
け

投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
無
限
責
任
組
合
員
は
、
組
合
契

約
書
及
び
公
認
会
計
士
（
外
国
公
認
会
計
士
を
含
む
。
）
又
は
監
査
法
人
の
意
見
書
（
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並

び
に
こ
れ
ら
の
附
属
明
細
書
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
併
せ
て
備
え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
第
二
項
関
係
）

第
三

独
立
行
政
法
人
工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
法
の
一
部
改
正

一

情
報
・
研
修
館
の
目
的

情
報
・
研
修
館
の
目
的
に
、
中
小
企
業
者
（
特
許
法
第
百
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
及
び
試
験
研
究
機
関
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
試
験
研
究
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
工



業
所
有
権
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
助
言
及
び
助
成
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
三
条
関
係
）

二

業
務
の
範
囲

情
報
・
研
修
館
は
、
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

中
小
企
業
者
及
び
試
験
研
究
機
関
等
に
対
す
る
工
業
所
有
権
の
保
護
及
び
利
用
に
関
す
る
助
言
を
行
う
こ
と
。

（
第
十
一
条
第
六
号
関
係
）

２

中
小
企
業
者
及
び
試
験
研
究
機
関
等
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
者
の
工
業
所
有
権
の
保
護
及
び
利
用
を
図
る
た
め
必
要
な

資
金
に
充
て
る
た
め
の
助
成
金
の
交
付
を
行
う
こ
と
。

（
第
十
一
条
第
七
号
関
係
）

３

第
一
の
五
の
１
及
び
十
の
１
の
規
定
に
よ
る
助
言
並
び
に
第
一
の
十
の
２
の
規
定
に
よ
る
助
成
を
行
う
こ
と
。

（
第
十
一
条
第
十
号
関
係
）

三

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
準
用

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
（
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
二
の
２
及
び
３
の
規
定
に

よ
り
情
報
・
研
修
館
が
交
付
す
る
助
成
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
関
係
）

第
四

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正



開
発
機
構
は
、
鉱
工
業
技
術
に
関
す
る
研
究
開
発
の
成
果
の
企
業
化
に
必
要
な
事
業
活
動
に
要
す
る
資
金
に
充
て
る
た
め

の
補
助
金
の
交
付
（
革
新
的
な
鉱
工
業
技
術
を
活
用
し
て
新
た
な
事
業
の
開
拓
を
行
う
事
業
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
の
将

来
に
お
け
る
成
長
発
展
を
加
速
す
る
た
め
に
外
部
か
ら
の
投
資
を
受
け
る
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る

も
の
に
限
る
。
）
を
行
う
こ
と
及
び
第
一
の
五
の
１
の
規
定
に
よ
る
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
三
号
の
二
及
び
第
八
号
の
二
関
係
）

第
五

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
六

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
を
勘
案
し
つ
つ
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改

正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）



四

三
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
関
係
）

五

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
七
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
関
係
）


